
宮城県運送事業者原油高騰緊急支援事業及び宮城県中小企業等再起支援事業 

運営事業費補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１ 県は、県内中小企業の経営基盤を強化するため、燃料費高騰の影響により厳しい経営状況に

置かれている県内中小貨物運送事業者及び県内中小企業等に対して、燃料費高騰分への補助金を

交付する事業及びエネルギー価格等の物価高騰の影響を受けている県内中小企業等の早期の再起

や賃上げ環境の整備の基盤となる経営改善の取組を支援する事業（以下「間接補助事業」という。）

に要する経費について、その実施主体（以下「補助事業者」という。）に対し、予算の範囲内にお

いて、宮城県運送事業者原油高騰緊急支援事業及び宮城県中小企業等再起支援事業運営事業費補

助金（以下「補助金」という。）を交付するものとし、その交付等に関しては、補助金等交付規則

（昭和 51年宮城県規則第 36号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱の定める

ところによる。 

 

 （補助対象事業等） 

第２ 補助金の交付対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）、補助金の交付対象となる経費

（以下「補助対象経費」という。）、補助率及び補助上限額は、別表１のとおりとする。 

２ 補助金額に千円未満の端数がある時は、これを切り捨てるものとする。 

 

 （補助金の対象期間） 

第３ 補助金の対象期間は、交付決定の日から事業完了の日又は事業の廃止の承認を受けた日のい

ずれか早い日までとする。ただし、知事が必要と認める場合は、規則第４条に定める交付決定前

についても対象期間とすることができる。 

 

 （交付の申請） 

第４ 規則第３条第１項の規定による補助金交付申請書の様式は、様式第１号によるものとし、そ

の提出期限は知事が別に定める日とする。 

２ 前項の補助金交付申請書の提出に当たり、当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入

控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭和 63年法

律第 108 号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び地方税法（昭和

25 年法律第 226 号）の規定による地方消費税額として控除できる部分との合計額に補助率を乗じ

て得た金額をいう。以下同じ。）がある場合は、これを減額して交付申請しなければならない。た

だし、申請時において当該消費税及び地方消費税仕入控除税額が明らかでないものについては、

この限りではない。 

３ 規則第３条第２項の規定により補助金交付申請書に添付しなければならない書類は、次のとお

りとする。 

(1) 事業計画書（様式第２号） 

(2) 収支予算書（様式第３号） 



(3) 暴力団排除に関する誓約書（様式第４号－１）・役員名簿（様式第４号－２） 

(4) 県税納税証明書 

(5) その他知事が必要と認める書類 

４ 前項(2)収支予算書は、別表１に掲げる運送事業者原油高騰緊急支援事業及び中小企業等再起支

援事業毎に必要な経費を記入すること。また、事業終了後は事業毎に清算を行うため、第７条第

３(2)収支精算書についても事業毎に必要な経費を記入すると共に経費を確認できる書類等を整

備すること。 

５ 次の各号のいずれかに該当する者は、交付申請をすることができない。 

(1) 暴力団排除条例（平成 22年宮城県条例第 67号）に規定する暴力団又は暴力団員等 

(2) 県税に未納がある者 

６ 知事は、前項第１号に規定する暴力団又は暴力団員等に関する事項について、県警本部長宛て

照会することができる。 

 

 （交付の条件） 

第５ 規則第５条の規定により付する条件は、次のとおりとする。 

(1) 補助事業者は、補助事業の内容の変更又は補助事業に要する経費の配分の変更をする場合に

おいては、変更承認申請書（様式第５号）により知事の承認を受けること。ただし、次に掲げ

る軽微な変更にあっては、この限りでない。 

 イ 補助金交付決定額の 10％以内の経費を減額する変更 

ロ 経費の配分の変更のうち、補助事業に要する経費の区分相互間において 20％以内の経費を

増減する変更 

ハ 補助目的に変更をもたらさない事業計画の細部の変更 

(2) 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、中止（廃止）承認申請書

（様式第６号）により知事の承認を受けること。 

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合におい

ては、遂行状況報告書（様式第７号）により、速やかに知事に報告し、指示を受けること。 

 

 （状況報告） 

第６ 知事は、必要があると認める場合は、補助事業者に対して進捗状況等の報告を求め、若しく

は事業の執行に関して必要な指示をし、又は関係職員による帳簿その他の関係書類の検査、若し

くは関係者への質問をすることができる。 

 

 （実績報告） 

第７ 規則第 12条第１項の規定による補助事業実績報告書の様式は、様式第８号によるものとする。 

２ 補助事業者は、前項の補助事業実績報告書を提出するに当たり、当該補助金に係る消費税及び

地方消費税仕入控除税額が明らかになった場合には、これを当該補助金から減額して報告しなけ

ればならない。 

３ 規則第 12条第１項の規定による補助事業実績報告書に添付しなければならない書類は、次のと



おりとする。 

(1) 事業実績書（様式第９号） 

(2) 収支精算書（様式第 10号） 

(3) 見積書、契約書、納品書及び領収書等の写し 

(4) その他知事が必要と認める書類 

 

 （補助金の交付方法） 

第８ 補助金は、規則第 13条に規定する補助金の額の確定後に交付するものする。ただし、知事が

補助事業の遂行上必要と認めたときは、規則第 15条ただし書の規定により、概算払により交付す

ることができるものとし、その請求書の様式は、様式第 11号によるものとする。 

 

（消費税及び地方消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第９ 第４第２項ただし書の規定により補助金の交付申請をした者は、第７第１項の補助事業実績

報告書を提出した後において、当該補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額が確定した

場合には、様式第 12号により速やかに知事に報告しなければならない。 

２ 知事は、前項の規定により報告があった場合には、当該報告に係る消費税及び地方消費税仕入

控除税額の全額又は一部の返還を命ずることができる。 

 

 （関係書類の保管等） 

第 10 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出の帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業が終了

した年度の翌年度から５年間保管しなければならない。 

２ 補助事業者は、その組織を解散するとき、又は合併するときは、あらかじめ関係書類の保管等

に関して知事に協議しなければならない。  

 

（取得財産等の管理） 

第 11 補助事業者は、補助事業が完了した後も、補助対象経費により取得し、又は効用が増加した

財産（以下「取得財産等」という。）を善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金

の趣旨に従ってその効率的な運用を図らなければならない。 

２ 補助事業者は、取得財産等について、その台帳を設け、その保管状況を明らかにするとともに、

補助事業が完了した年度の翌年度から５年間保存しなければならないものとする。 

 

（処分の制限を受ける財産） 

第 12 規則第 21 条第２号及び第３号の規定により処分の制限を受ける財産は、取得財産等であっ

て、取得価格又は効用の増加価格が 50万円以上の財産とする。 

 

（処分の制限を受ける期間等） 

第 13 規則第 21 条ただし書の規定により処分の制限を受ける期間は、総務省所管補助金等交付規

則（平成 12年総理府・郵政省・自治省令第６号）に定めるものにあってはその期間を準用し、そ



の他のものにあっては５年間とする。 

２ 第 12に規定する処分を制限された取得財産等について、前項の期間内に処分を行おうとすると

きは、様式第 13号により、あらかじめ知事の承認を得なければならない。 

３ 知事は、前項の承認に係る取得財産等を処分することより収入があるとき又は収入があると見

込まれるときは、その全部又は一部を納付させることができる。 

 

 （情報管理及び秘密保持） 

第 14 補助事業者は、補助事業の遂行に際し知り得た第三者の情報については、当該情報を提供す

る者の指示に従い、又は、特段の指示がないときは情報の性質に応じて、法令を遵守し適正な管

理をするものとし、補助事業の目的又は提供された目的以外に利用してはならない。 

２ 情報のうち間接補助事業者その他第三者の秘密情報については、秘密保持のために必要な措置

を講ずるものとし、正当な理由なしに開示、公表、漏洩してはならない。 

 

 （間接補助事業の実施） 

第 15 補助事業者は、間接補助事業に係る補助金（以下「間接補助金」という。）を交付する場合に

おいて、間接補助事業を実施する者（以下「間接補助事業者」という。）に対し、宮城県運送事業

者原油高騰緊急支援事業については第６及び第 10の規定、宮城県中小企業等再起支援事業につい

ては第５から第７まで及び第９から第 13までの規定に準ずる条件を付さなければならない。 

２ 補助事業者は、補助事業の開始前に、間接補助事業の交付手続き等について交付規程を定め、

知事の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。 

３ 知事は、間接補助事業者が、間接補助金の他の用途への使用をし、その他間接補助金の交付の

決定の内容又はこれに付された条件に違反したときは、補助事業者に対し、当該間接補助金に係

る補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。 

４ 補助事業者は、間接補助事業者に対し、法令等の定め及び間接補助金の交付の目的に従い、善

良な管理者の注意をもって間接補助事業を行わせ、いやしくも間接補助金の他の用途への使用を

することがないようにさせなければならない。 

５ 補助事業者は、宮城県中小企業等再起支援事業の実施に当たり、第１項の規定により付した条

件等によって間接補助金にかかる返還等があったときは、速やかに知事に報告し、その指示を受

けなければならない。 

 

 （書類の提出部数） 

第 16 この要綱により知事に提出する書類の提出部数は、正副各１部とする。 

 

（その他） 

第 17 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項については、別に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和６年１２月１２日から施行し、令和６年度予算に係る補助金に適用する。   



別表１ 

補助対象事業 補助対象経

費 

補助率 
補助上限額 

区分 内容 

事業費 

 

（間接補助金） 

宮城県運送事業者原 

油高騰緊急支援事業 

県内に事業所を有する一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運

送事業又は貨物軽自動車運送事業を営む中小規模貨物運送事業者に

対し、トラックの保有台数に応じて補助するもの。 

なお、対象期間の各月において、長距離貨物運送（※１）を継続的

に行っていることが確認された車両に対し、１台当たり補助単価

に 0.5倍の額を上乗せする。 

補助単価：括弧内上乗せ額 

小型・軽以外 １台につき３万円 

         （１．５万円）  

小型     １台につき２万円 

         （  １万円） 

軽      １台につき１万円 

         （  ５千円） 

間接補助金 

原資相当分 

 

10/10以内 

 

656,000 千円 

    

かつ 

 

予算の範囲内 

宮城県中小企業等再 

起支援事業 

県内に本店を有する中小企業・小規模事業者等（個人事業主含む）

で、物価高騰の影響により、月間売上高又は年間売上高営業利益率

が減少している事業者が行う販路開拓、生産性向上等、下記の取組

に必要な経費の一部を補助するもの。 

・販路開拓の取組 

・生産性向上の取組 

・新商品開発の取組 

・原価抑制の取組 

・キャッシュレス化・新紙幣対応の取組 

同上 同上 479,000 千円 

 

かつ 

 

予算の範囲内 



事務費 

 

（直接補助金） 

宮城県運送事業者原 

油高騰緊急支援事業 

間接補助事業の実施に係る事務費（募集、審査、交付決定、補助金

支出、問い合わせ対応等関連業務） 

人件費、謝

金、旅費、会

議費、会場借

料費、事務所

借料費、印刷

費、通信運搬

費、事務機器

リース費、消

耗品費、雑役

務費、振込手

数料（間接補

助金の支払

い に 係 る

分）、ホーム

ページ作成・

維持管理費、

広報費、委託

費、外注費、

その他知事

が必要と認

める経費 

10/10以内 

 

24,000千円 

 

かつ 

 

予算の範囲内 

宮城県中小企業等再 

起支援事業 

同上 同上 同上 

 

21,000千円 

 

かつ 

 

予算の範囲内 

 

（※１）「長距離貨物運送」とは、一の運行（自動車運転者が所属する事業場を出発してから当該事業場に帰着するまでをいう。）の走行距離が

４５０キロメートル以上の貨物運送をいう。（「自動車運転者の労働時間帯の改善のための基準」（平成元年労働省告示第７号）第四条第一項第三号に

よる。 

 


